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広報 － おおず － ２００９ ８月号

○

　市役所の閉庁時刻が変わります。
９月１日から、市役所の執務時間が短縮され、閉庁時刻が変更となります。

　市民の皆様のご協力をお願いします。 
　○　変更前　午前８時30分～午後５時30分
　○　変更後　午前８時30分～午後５時15分
　○　変更となる施設
　　　市役所、各支所および出先機関など

　大洲市では、平成20年人事院勧告に基づき、職
員の勤務時間を１日８時間（午前８時30分～午後
５時30分）から１日７時間45分（午前８時30分～
午後５時15分）に短縮するため、「職員の勤務時間、
休暇等に関する条例」などの改正を行いました。　
　これに伴い、市役所などの閉庁時刻が一部変更
になりますので、ご協力をいただきますようお願
いいたします。
　なお、閉庁後の戸籍事項の変更などの届出につ
きましては、これまでどおり市役所１階で受付を

行っております。
　また、市民課窓口では、従来どおり火曜日および
木曜日に午後６時30分まで延長して業務を行います。

※ 利用時間を別途定めている以下の施設等につい
ては、変更ありません。
　 保育所、図書館、博物館、環境センター、大洲病院、
青島診療所、河辺診療所、愛育ホーム、児童館

【問い合わせ先】
　市役所人事秘書課　☎24－2111（内線310 ～ 314）

閉庁時刻が変更となる施設 閉庁時刻
(変更前)

閉庁時刻
(変更後)

市役所、各支所、連絡所など

午後　　
５時30分

午後　　
５時15分

大洲隣保館、大洲福祉会館、今
坊友愛館、櫛生福祉センター
総合福祉センター、老人福祉
センター、保健センター
教育委員会、公民館

母
子
家
庭
を
支
援
し
ま
す

○ 

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金

事
業

〜
母
子
家
庭
の
母
親
の
職
業
能
力

の
向
上
と
求
職
活
動
の
促
進
を
図

る
た
め
の
自
立
支
援
事
業
〜

１
　
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

対
象　

母
子
家
庭
の
母
親

　

雇
用
保
険
加
入
期
間
３
年
未

満
の
人
に
対
し
て
、
市
な
ど
が

指
定
し
た
教
育
訓
練
給
付
講
座

の
受
講
費
用
の
２
割
相
当
額（
上

限
10
万
円
、
下
限
４
千
円
）
を

給
付
し
ま
す
。

２
　
高
等
技
能
訓
練
促
進
費

対
象　

母
子
家
庭
の
母
親

　

看
護
師
・
保
育
士
・
介
護
福

祉
士
・
理
学
療
法
士
・
作
業
療

法
士
の
高
度
な
技
能
習
得
の
た

め
に
２
年
以
上
養
成
機
関
で
修

業
す
る
場
合
、
最
終
の
２
分
の

１
の
期
間
、（
18
か
月
を
上
限
と

す
る
）
月
額
10
万
３
千
円
以
内

を
支
給
し
、
生
活
負
担
を
軽
減

し
ま
す
。（
支
給
期
間
、
月
額
に

つ
い
て
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。）

○ 

母
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
事
業

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
人
の
状
況
や
希
望
な
ど

に
対
応
し
た
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
策
定
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
き
め
細
や
か
で

継
続
的
な
自
立
・
就
労
支
援
を

行
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

　

母
子
家
庭
を
支
援
し
自
立
で

き
る
よ
う
母
子
自
立
支
援
員
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。
給
付
な
ど

の
申
請
に
際
し
て
は
事
前
に
所

要
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
社
会
福
祉
課
（
母
子

自
立
支
援
員
）
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

母
子
自
立
支
援
員
勤
務
日

　
《
月
曜
日
〜
金
曜
日
》

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
社
会
福
祉
課
庶
務
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
８
５
）

　

児
童
扶
養
手
当

現
況
届
に
つ
い
て　

（
８
月
１
日
〜
８
月
31
日
）

　

受
給
資
格
者
全
員
を
対
象
に
、

児
童
扶
養
手
当
を
引
き
続
き
受

け
る
要
件
に
つ
い
て
確
認
を
し

ま
す
。
毎
年
８
月
１
日
の
状
況

を
「
現
況
届
」
で
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
該
当
者
に

は
別
途
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す

の
で
、
必
ず
期
日
ま
で
に
お
届

け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
２
年
間
提
出
さ
れ
な
い

場
合
、
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
手
当
月
額
（
４
月
１
日
現
在
）

児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給　

４
万
１
７
２
０
円

一
部
支
給　

４
万
１
７
１
０
円

　
　
　
　
　
　

〜
９
８
５
０
円

　

児
童
が
２
人
の
場
合
は
、
右

記
金
額
に
５
千
円
の
加
算
、
３

人
以
降
は
さ
ら
に
３
千
円
ず
つ

加
算
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
社
会
福
祉
課
庶
務
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
８
４
）

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
52
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
34
２
３
４
７
（
直
通
）

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
39
２
１
１
１
（
内
線
１
５
２
）

児
童
福
祉
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

児童福祉について
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広報 － おおず － ２００９ ８月号

○

おめでとうございます

がんばってください！
佐々木美香さん（五郎） 徳田耕太郎さん（白滝）

　独立行政法人
　国際協力機構
（JICA）が派遣す
る青年海外協力隊
で、佐々木美香さ
んがセントルシア
に派遣されます。
出発前の６月19日
㈮、大洲市役所を佐々木さんが表敬訪問されました。
　佐々木さんが派遣されるセントルシアは、中南
米の西インド諸島の一国で農業と観光業が主要産
業の国です。佐々木さんはこの国で、２年間、エ
コツーリズムや子どもたちの環境教育などに携わ
るそうです。
　佐々木さんは「大学生のころから海外で活動し
てみたかった。地域の人と仲良くして、住民にと
けこんで活動したい。日本ではできないことを体
験したい」と抱負を語りました。訪問を受けた清
水副市長は「観光と環境保護の両立は重要なこと、
大洲市にとっても今後ヒントになるようなことが
あれば教えてほしい。様々なことを吸収して頑張
ってください」と激励しました。

　５月に横浜市で
開催されたフリー
スタイルフットボ
ールの全国大会
で、徳田耕太郎さ
んが見事優勝し、
来年３月に南アフ
リカで開催される
世界大会への出場
を決めました。
　フリースタイル
フットボールは、
サッカーの基本技
術「リフティング」を基礎とする競技で、リフテ
ィングをしながら逆立ちやジャンプなどをし、技
の難易度や芸術性を競うものです。
　徳田さんは世界大会への練習に励みながら、市
内で開催されるイベントなどでパフォーマンスを
披露してくれています。世界大会の抱負について
たずねてみると、「今から猛練習して世界一になり
たい。また、世界の技術を持ち帰り、日本のフリ
ースタイルフットボールのレベルを上げたい」と
話してくれました。

青年海外協力隊でセントルシアに派遣 フリースタイルフットボール世界大会出場

功
績
が
高
く
評
価
さ
れ
、

受
章
さ
れ
た
方
を
ご
紹
介
し
ま
す

〔
高
齢
者
叙
勲
〕

旭
日
単
光
章

大
本
　
春
明 

さ
ん

東
　
　
道
雄 

さ
ん

（
豊
茂
）

（
肱
川
町
予
子
林
）

 旧長浜町で町議会議員と
して、長きにわたりご活躍
された功績により受章され
ました。

　旧肱川町で町議会議員と
して、長きにわたりご活躍
された功績により受章され
ました。

▲抱負を語る佐々木さん

▲パフォーマンスを披露する徳田さん

おめでとうございます
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○

大洲地区広域消防事務組合
消防職員を募集します。

【採用予定人数】　　若干名
【受験資格】
　⑴ 　昭和60年４月２日以降に生まれた人で、大学、
短期大学または高等学校を卒業もしくは平成22
年３月末までに卒業見込みの人

　⑵　日本国籍を有する人
　⑶ 　採用後、大洲市、内子町のいずれかに居住可

能な人
　⑷ 　身長は男性160㎝以上、女性155㎝以上、体重
は男性50㎏以上、女性45㎏以上、胸囲はおおむ
ね身長の２分の１以上の人

　⑸　聴力が左右正常である人
　⑹　次の各号のいずれにも該当しない人
　　ア　成年被後見人または被保佐人
　　イ 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

るまでまたはその執行を受けることがなくな
るまでの人

　　ウ 　大洲地区広域消防事務組合職員として懲戒
免職の処分を受け、当該処分の日から２年を
経過しない人

　　エ 　日本国憲法施行の日以後において、日本国
憲法またはその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を結
成し、またはこれに加入した人

【試験日時、場所】　　

【受付期間】
　７月13日㈪～８月21日㈮
　月曜から金曜までの午前８時30分から午後５時ま
で（土日祝日を除く）
　郵送の場合は、８月21日㈮までの日の消印のある
ものに限り受け付けます。
【その他】
 　詳しくは、地区回覧の「平成21年度大洲地区広域
消防事務組合消防職員採用試験案内」をご覧いただ
くか、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 
　大洲地区広域消防事務組合消防本部総務課　　　
　☎24－2666（直通）
　http://www4.ocn.ne.jp/̃ozu119/

平成21年度

区分 試験日時 場所 合格発表

第１次
試　験

９月20日㈰
　午前９時～
　　　　午後５時

大洲消防署３階
会議室他 10月中旬

第２次
試　験

11月上旬予定
詳細は第１次試験合格者に通知します。 11月下旬

　

塾
生
た
ち
は
こ
れ
か
ら
２

年
間
、
郷
土
に
つ
い
て
の
学

習
や
先
進
地
視
察
な
ど
を
通

し
て
、
男
女
共
同
参
画
に
つ

い
て
学
ん
で
い
き
ま
す
。

　

男
女
共
同
参
画
を
は
じ
め

様
々
な
こ
と
に
つ
い
て
学
ぶ「
お

お
ず
女
性
塾
」
の
開
塾
式
が
６

月
18
日（
木
）、
大
洲
市
役
所
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
９
期
生
と
な
る
今
回
の

お
お
ず
女
性
塾
に
応
募
し
た

の
は
市
内
の
女
性
21
人
。

　

清
水
副
市
長
か
ら
は
今
後

の
ま
ち
づ
く
り
方
針
な
ど
に

つ
い
て
の
話
も
あ
り
、
塾
生

ら
は
、
大
洲
市
の
取
り
組
み

の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
21
年
度
の
活

動
計
画
な
ど
に
つ
い
て
も
話

し
合
い
が
行
わ
れ
、
普
段
の

生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
疑

問
や
、
興
味
の
あ
る
事
な
ど

様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

お
お
ず
の
女
性

〜
輝
い
て
今
〜

Vol.55

大洲地区広域消防事務組合　　検索

▲開塾式のようす

大洲地区広域消防事務組合消防職員募集
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○

　

道
路
、
公
園
な
ど
の
公
共
の

場
所
や
他
人
の
土
地
に
犬
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
て
い
る
苦
情
が

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て
後

始
末
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

犬
の
放
し
飼
い
は
や
め
、
特

に
散
歩
中
は
確
実
に
犬
を
制
御

で
き
る
人
が
リ
ー
ド
（
引
き
綱
）

を
つ
け
、
他
人
の
歩
行
を
阻
害
し

な
い
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
飼
い
犬
の
登
録
や
狂

犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、
管
理

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　
飼
い
犬
の
飼
養
に
は

責
任
を
持
ち
ま
し
ょ
う
！
　

【
愛
媛
県
動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
】

第
８
条

⑶ 

飼
い
犬
を
訓
練
し
、
移
動

し
、
又
は
運
動
さ
せ
る
と

き
は
、
汚
物
を
処
理
す
る

た
め
の
用
具
を
携
行
す
る

と
と
も
に
、
飼
い
犬
が
公

園
、
道
路
そ
の
他
の
公
共

の
場
所
に
お
い
て
ふ
ん
を

排
泄
（
せ
つ
）
し
た
場
合

に
は
、
直
ち
に
当
該
ふ
ん

を
そ
の
場
所
か
ら
除
去
す

る
こ
と
。

第
９
条

　

犬
の
所
有
者
又
は
占
有
者

は
、
飼
い
犬
を
人
の
生
命
、

身
体
又
は
財
産
に
害
を
加
え

る
お
そ
れ
の
な
い
方
法
で
係

留
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
抜
粋
）

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

シリー
ズ

№18

○
保
険
料
の
追
加
軽
減
に
つ
い
て

　
５
月
号
で
、
均
等
割
の
軽
減

に
つ
い
て
、
平
成
21
年
度
か
ら

は
２
割
、
５
割
、
７
割
、
９
割

の
４
段
階
と
な
る
こ
と
を
お
知

ら
せ
し
ま
し
た
。こ
れ
に
加
え
、

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
議
会
の
決
定
に
よ
り
、
７

割
軽
減
対
象
の
人
は
、
平
成
20

年
度
に
引
き
続
き
、
平
成
21
年

度
も
８
・
５
割
軽
減
に
据
え
置

か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
に
加
え
ら
れ
た

保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
き
ま
す
。

① 　

世
帯
内
の
本
制
度
の
被
保

険
者
全
員
と
世
帯
主
の
所
得

金
額
の
合
計
額
が
33
万
円
以

下
の
人

↓ 　

本
来
は
均
等
割
が
７
割
軽

減
で
す
が
、
平
成
21
年
度
は

８
・
５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

② 　

①
の
う
ち
、
世
帯
内
の
本

制
度
の
被
保
険
者
全
員
が
、

年
金
収
入
が
80
万
円
以
下
で

他
の
所
得
が
な
い
世
帯
の
人

↓ 　

平
成
21
年
度
か
ら
均
等
割

が
９
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

※ 　

給
与
収
入
な
ど
が
あ
る
場

合
で
も
、
控
除
後
の
所
得
が

０
円
で
あ
る
場
合
は
対
象
と

な
り
ま
す
。

③ 　

本
制
度
に
加
入
す
る
直
前

は
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

↓ 　

平
成
21
年
度
は
均
等
割
が

９
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

④ 　

年
金
収
入
が
１
５
３
万
円

以
上
２
１
１
万
円
以
下
の
人

↓ 　

平
成
20
年
度
と
同
様
に
所

得
割
が
５
割
軽
減
と
な
り
ま

す
。

※ 　

給
与
収
入
な
ど
が
あ
る
場

合
で
も
、
控
除
後
の
所
得
が

91
万
円
以
下
の
場
合
は
対
象

と
な
り
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医

療
）
被
保
険
者
証
の
更
新
に
つ

い
て

　
先
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
よ
う
に
、
現
在
お
持
ち

の
後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医

療
）の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成
21
年
７
月
31
日
で
す
。
新

し
い
保
険
証
は
、
７
月
末
に
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
い
た
し
ま

す
。
８
月
１
日
以
降
は
、
新
し

い
保
険
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　
入
院
し
た
と
き
の
食
費
は
、

決
め
ら
れ
た
一
定
額
を
自
己
負

担
し
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
全

員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
人

は
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
以
下
、「
減

額
認
定
証
」
と
い
う
）
を
提
示

す
る
と
、
そ
の
負
担
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。こ
の「
減
額
認
定
証
」

は
申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す

の
で
、
該
当
す
る
人
は
、
市
役

所
保
険
環
境
課
ま
た
は
各
支
所

市
民
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
（
平
成

20
年
８
月
１
日
〜
平
成
21
年
７

月
31
日
ま
で
）
に
「
減
額
認
定

証
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

で
、
平
成
21
年
度
（
平
成
21
年

８
月
１
日
〜
平
成
22
年
７
月
31

日
ま
で
）
も
継
続
し
て
減
額
認

定
の
対
象
と
な
る
人
に
は
、「
減

額
認
定
証
」
を
後
期
高
齢
者
医

療
（
長
寿
医
療
）
の
保
険
証
を

お
送
り
す
る
際
に
同
封
い
た
し

ま
す
。
た
だ
し
、
過
去
１
年
間

に
90
日
超
の
長
期
入
院
の
該
当

が
あ
る
人
は
、
市
役
所
保
険
環

境
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
福

祉
課
で
改
め
て
申
請
が
必
要
で

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
保
険
環
境
課
高
齢
者
医

療
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
５
５
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
保
険
環
境
課

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
５
８
）

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
52
１
１
１
３
（
内
線
56
）

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
34
２
３
３
１
（
直
通
）

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
39
２
１
１
４
（
直
通
）

長寿医療制度
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